
松島（６）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事）に係る契約者の選定経緯 

 

１.工事概要 

 (１)発注者 

      東北防衛局 

 (２)工事名 

      松島（６）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事） 

 (３)工事場所 

      宮城県東松島市 

 (４)工事内容 

      食厨（RC/S-2 延べ面積 約 3，500 ㎡）の屋根外壁改修工事 

      格納庫（S-2 延べ面積 約 3，300 ㎡）の屋根外壁改修工事 

 (５)工期 

      令和７年４月１日から令和９年３月１５日まで 

 

 

２.工事契約の経緯  

 (１)契約者決定の流れ 

 

 
 

 

 



 

 (２)契約者決定までの主な経緯 

 

日   付 内容 

令和６年１月２９日～ 

令和６年２月９日 

技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第

１回) 

令和６年３月１２日～ 

令和６年３月１５日 

技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第

２回) 

令和６年３月２６日 競争参加資格・指名審査委員会(公示内容確認) 

令和６年４月１日 契約手続開始の公示 

令和６年４月１日～ 

令和６年４月２２日 

申請書の提出期間 

令和６年５月１４日 競争参加資格・指名審査委員会(技術提案提出要請

者決定) 

令和６年５月１５日 技術提案書の提出要請 

令和６年５月１５日～ 

令和６年６月１０日 

技術提案書の提出書類 

令和６年６月１８日～ 

令和６年６月１９日 

技術提案書提出者に対してのヒアリング 

令和６年６月２７日～ 

令和６年７月１日 

技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第

３回) 

令和６年７月１日 競争参加資格・指名審査委員会(優先交渉権者決

定) 

令和６年７月３日 優先交渉権者決定 

令和６年８月６日 基本協定締結、技術協力業務委託契約、設計協力

協定締結 

令和７年２月２７日～ 

令和７年２月２８日 

価格等交渉(３回) 

令和７年３月３日～ 

令和７年３月４日 

技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第

４回) 

令和７年３月６日 競争参加資格・指名審査委員会(契約相手方特定) 

令和７年３月７日 特定通知 

令和７年３月１２日 見積合せ 

令和７年３月３１日 工事請負契約締結 

 



 (３)工事実施者の選定方式   

本事案は、当該基地において、複数の施設を集中的に実施していく大型事業であるとと

もに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が

必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に

実施していくためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画

や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要であり、設計

段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式

（技術協力・施工タイプ）を採用することとした。 

技術協力業務実施者の選定は、公募型プロポーザル方式を採用し、技術提案書等の審

査を行い優先交渉権者を選定した上で優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結した。 

 (４)工事実施者の選定体制   

技術提案等の審査・評価は、熊本防衛支局の競争参加資格・指名審査委員会に諮った

うえで決定した。 

また、中立かつ公正な審査・評価の確保を図るため、下記の学識経験者５名に、公示

前、技術審査段階、価格等の交渉段階の４段階において意見聴取を行った。 

 

表－１ 技術提案・交渉方式に係る意見聴取を行った学識経験者 

氏  名 所  属 

小野田 泰明  東北大学大学院 工学研究科 教授 

有川 智  東北工業大学 建築学部 建築学科 教授 

北条 俊昌 東北工業大学 工学部 都市工学課程 准教授 

大石 洋之 東北工業大学 建築学部 建築学科 准教授 

須藤 諭 東北文化学園大学 工学部 建築環境学科 教授 

大友 健治 ひむろ法律事務所 

金子 征司 金子 征司公認会計士事務所 

 

３.競争参加資格確認等 

 (１)競争参加資格確認 

競争参加資格確認は、競争参加者としての適正な資格と必要な実績を有するかを審

査するものである。 

(２)審査結果 

令和６年４月２２日までに２者の応募があった。２者から提出された競争参加資格確

認申請書について資格審査を行った結果、いずれの者も競争参加資格を満たしてい

た。競争参加資格を有する２者に対し令和６年５月１５日付で技術提案書の提出要請を

通知した。 

 



４.技術提案審査 

（１）技術提案審査の概要 

 技術提案審査にあたり、以下の３提案を求めた。 

（１）技術協力業務に関する提案 

（ａ）技術協力業務の実施に関する提案 

（２）主たる事業課題に関する提案 

（ｂ）松島基地において、効率的かつ着実な工事進捗を意識した工程の計画・管

理、施工計画における課題と対応策に関する提案 

（ｃ）松島基地において、工事仮設物、資機材等の調達等について、コストを抑

制するための課題と対応策に関する提案 

(３）不測の事態の想定、対応力に関する提案 

（ｄ）松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策

に関する提案 

 技術提案書は、２者すべてから提出があった。２者に対して技術提案を評価し、技術協力

業務及び価格交渉を行う優先交渉権者１者及び次順位以下の交渉権者を決定した。技術

提案の評価は、各者９０分のヒアリングを実施し技術提案内容の確認を行ったうえで、上述

の提案項目に関する提案内容を審査することで行った。 

なお、公示後、技術提案書等の作成に関する質問期間（令和６年４月１日～令和６

年５月２２日）に、１８件の質問を受領・回答している。 

(２)審査結果   

審査にあたっての評価基準及び配点は表－２、審査結果は表―３のとおりである。 

 

表－２ 評価基準 

評価項目   配

点 

 （1）技

術協力

業務に

関する

提案 

(a) 技術協力業務

の実施に関する提

案 

理解度 業務目的、現地条件及び与条件の内容理解度につ

いて、以下である場合に優位に評価する。 

・業務目的、現地条件及び与条件に対して、適切か

つ論理的に整理されており、本業務を遂行するに当

たって理解度が高い場合 

10 

実施手順

及び実施

体制 

業務実施手順を示す実施フロー及び実施体制につ

いて、以下である場合に優位に評価する。 

・実施手順の妥当性及び手順上の具体的な工夫が

ある場合 

・業務工程で与条件に対して、主要ポイントの抽出に

対する着眼点が適切である場合 

10 



・本業務の内容、規模に対して十分（具体的）な実施

体制が確保されている場合 

（2）主

たる事

業課題

に関す

る提案 

(ｂ) 松島基地にお

いて、効率的かつ

着実な工事進捗を

意識した工程の計

画・管理、施工計画

における課題と対

応策に関する提案 

的確性 松島基地において、効率的かつ着実な工事進捗を

意識した工程の計画・管理、施工計画における課題

と対応策について、以下である場合に優位に評価す

る。 

・現場条件等を踏まえ提案された工法や施工手順等

について、施工上の課題が適切かつ論理的に整理

されており、その対応策として有効な提案がある場

合 

30 

実現性 提案内容の実現性について、以下である場合に優

位に評価する。  

・提案された内容について、実施事例や類似事例

（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に

十分（具体的）な裏付けがある等の場合 

15 

(ｃ) 松島基地にお

いて、工事仮設物、

資機材等の調達等

について、コストを

抑制するための課

題と対応策に関す

る提案 

的確性 松島基地おいて、工事仮設物、資機材等の調達等

について、コスト抑制するための課題と対応策につ

いて、以下である場合に優位に評価する。 

・現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施

設内にない、施設の長期的利用等）などを踏まえた

工事仮設物、資機材等の調達等におけるコスト抑制

について、課題が適切かつ論理的に整理されてお

り、その対応策として有効な提案がある場合 

30 

実現性 提案内容の実現性について、以下である場合に優

位に評価する。   

・提案された内容について、実施事例や類似事例

（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に

十分（具体的）な裏付けがある等の場合  

15 

（3）不

測の事

態の想

定、対

応力に

関する

提案 

(ｄ) 松島基地にお

いて、制限区域にお

ける安全確保を意

識した課題と対応

策に関する提案 

的確性 松島基地において、制限区域における安全確保を

意識した課題と対応策にについて、以下である場合

に優位に評価する。 

・着眼点及び施工上の課題が適切かつ論理的に整

理されており、その対応策として、安全確保のため

の有効な提案がある場合 

20 

実現性 提案内容の実現性について、以下である場合に優

位に評価する。  

10 



・提案された内容について、実施事例や類似事例

（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に

十分（具体的）な裏付けがある等の場合 

合計 140 

 

表－３ 審査結果 

件名： 松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務 

選定通知日： 令和６年７月８日 

業 

者 

名 

技術提案 

小計 

その他 

小計 合計 概要 評価項 

目 ( a ) 

評 価 項 

目 ( ｂ ) 

評 価 項 

目 ( ｃ ) 

評価項 

目 ( ｄ ) 

共同企業 

体の組成 

地元企業 

の採用 

Ａ社 13.99 18.00 18.00 18.00 67.99 10 10 20 87.99 
交  渉 

権 者 ➀ 

Ｂ社 15.33 27.00 27.00 23.33 92.66 10 10 20 112.66 
優先交 

渉権者 

 

凡例 

 A 社： 松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力対象工事東急建設・丸本組・

木村土建最適化事業建設共同企業体 

 B 社： 松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中工務店・

竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化事業建設共

同企業体 

 

 

表－４ 個別評価 

評価項目   A 社 B 社 

評価項目(a) 理解度 A’ A’ 

実施手順及び実施体制 A’ A’ 

評価項目(ｂ) 的確性 B’ B 

実現性 B’ B 

評価項目(ｃ) 的確性 B’ B 

実現性 B’ B 



評価項目(ｄ) 的確性 B Ａ‘ 

実現性 B Ａ‘ 

 

凡例 

（a） 

 理解度 

  A ：業務目的、現地条件及び与条件について、適切かつ論理的に整理されており、本

業務を遂行するに当たって理解度が特に高い。 

  A’：業務目的、現地条件及び与条件について、適切かつ論理的に整理されており、本

業務を遂行するに当たって理解度が高い。 

  B ：業務目的、現地条件及び与条件について、整理されており、本業務を遂行するに当

たって理解度が評価に値する。 

  B’：業務目的、現地条件及び与条件について、記載はあるが、内容が一般的である 

  C ：業務目的、現地条件及び与条件について、記載はあるが、内容が不明確である。 

― ：業務目的、現地条件及び与条件について、記載はあるが、内容が不適切である。 

 

実施手順及び実施体制 

  A ：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点及び実

施体制の確保について、適切かつ具体的に整理されており、内容が特に優れている。 

  A’：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点及び実

施体制の確保について、適切かつ具体的に整理されており、内容が優れている。 

  B ：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点及び実

施体制の確保について、整理されており、内容が評価に値する。 

  B’：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点及び実

施体制の確保について、記載はあるが、内容が一般的である。 

  C ：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点及び実

施体制の確保について、記載はあるが、内容が不明確である。 

― ：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点及び実

施体制の確保について、記載がない、または内容が不適切である。 

 

（b） 

 的確性 

  １０ ：現場条件等を踏まえ提案された施工方法や施工計画について、課題が適切かつ

論理的に整理されており、その対応策としての効果の高い提案がある。 



   ５ ：現場条件等を踏まえ提案された施工方法や施工計画について、課題が整理され

ており、その対応策としての効果の有効な提案がある。  

   ２．5：現場条件等を踏まえ提案された施工方法や施工計画について、課題が記載され

ているが、その対応策としての内容が一般的である。 

   ０ ：現場条件等を踏まえ提案された施工方法や施工計画について、課題が記載され

ている又はないが、その対応策としての内容が不明確又は不適切である。 

 

実現性 

  １０  ：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に対す

る実現性が高いと認められる裏付けがある。 

   ５ ：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に対する

実現性が認められる裏付けがある。  

   ２．5：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述はあるが、提案に対

する実現性が認められない部分がある。 

   ０ ：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述はあるが、提案に対す

る実現性が認められない部分が多い又は認められない。 

 

（ｃ） 

 的確性 

  １０ ：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利

用等）などを踏まえた工事仮設物、資機材等の調達等におけるコスト抑制について、

課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策としての効果の高い提案があ

る。 

   ５ ：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利

用等）などを踏まえた工事仮設物、資機材等の調達等におけるコスト抑制について、

課題が整理されており、その対応策としての効果の有効な提案がある。 

   ２．5 ： 現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的

利用等）などを踏まえた工事仮設物、資機材等の調達等におけるコスト抑制につい

て、課題が記載されているが、その対応策としての提案が一般的である。 

   ０ ：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利

用等）などを踏まえた工事仮設物、資機材等の調達等におけるコスト抑制について、

課題が記載されいている又はないが、その対応策としての提案が不明確又は不適切

である。 

 

 実現性 



  １０ ：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に対する

実現性が高いと認められる裏付けがある。 

   ５ ：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に対する

実現性が認められる裏付けがある。 

   ２．5：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があるが、提案に対

する実現性が認められない部分がある。 

   ０ ：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があるが、提案に対す

る実現性が認められない部分が多い又は認められない。 

 

（ｄ） 

 的確性 

  A ： 松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策につい

て、着眼点及び施工上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策とし

て、安全確保のための特に効果の高い提案がある。 

  A’： 松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策につい

て、着眼点及び施工上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策とし

て、安全確保のための効果の高い提案がある。 

  B ： 松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策につい

て、着眼点及び施工上の課題が整理されており、その対応策として、安全確保のため

の有効な提案がある。 

  B’： 松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策につい

て、着眼点及び施工上の課題について記載はあるが、その対応策として、安全確保の

ための提案内容が一般的である。  

  C ： 松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策につい

て、着眼点及び施工上の課題について記載はあるが、その対応策として、安全確保の

ための提案内容が不明確である。 

― ： 松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策につい

て、着眼点及び施工上の課題について記載はあるが、その対応策として、安全確保の

ための提案内容が不適切である。 

 

実現性 

  A ：実施事例や類似事例の記述があり、提案に対する実現性が特に高いと認められる

十分な裏付けがある。 

  A’： 実施事例や類似事例の記述があり、提案に対する実現性が高いと認められる裏

付けがある。 



  B ： 実施事例や類似事例の記述があり、提案に対する実現性が認められる裏付けが

ある。 

  B’： 実施事例や類似事例の記述はあるが、提案に対する実現性が認められない部分

ある。 

  C ： 実施事例や類似事例の記述はあるが、提案に対する実現性が認められない部分

が多い。 

― ： 実施事例や類似事例の記述はあるが、またはなく、提案に対する実現性が認めら

れない。 

 

５.価格等交渉  

 (１)実施方法   

発注者及び優先交渉権者で技術協力業務の契約を締結するに当たり、設計業務及び技

術協力業務完了後の工事の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を令和６年

８月６日に締結した。 

(２)経過   

基本協定書に基づき、２回の価格等交渉を実施した。主な経過は以下の通りである。 

【第１回】令和７年２月２７日  

積算条件、積算数量、積算基準、積算単価及び施工条件の確認。  

【第２回】令和７年２月２８日 

見積単価を採用する項目に関し、その根拠として信頼性のある資料があるか確認。 

見積単価については、別途特別調査を実施することを確認。 

当省で同様の積算条件で積算を行った結果、著しく乖離していないことを確認。 

 

上記２回の価格等交渉を踏まえ、発注者において優先交渉権者の価格の妥当性を確認

したことから、令和７年３月３日から同年３月４日、第４回専門部会に価格等交渉結果につ

いて報告し、価格交渉結果及び交渉成立の妥当性が確認された。 

 

（３）価格の妥当性の検証について 

優先交渉権者から提出された工種毎における見積額の妥当性の検証については、以下

のとおり行い、見積り条件やヒアリング等により妥当性を確認した。 

 ① 歩掛については、原則、標準歩掛と著しく乖離していないことを確認した。 

 ② 単価（労務単価、資材単価、機械経費）については、原則、物価誌等で公表している

統一単価及び市場単価と著しく乖離していないを確認した。 

③ 見積単価については、特別調査を行い今後精査することを確認した。 

④ 優先交渉権者の見積額については、積算基準等と著しく乖離していないこと、根拠とし

て信頼性のある資料が確認でき、その内容の妥当性が認められた。 



 よって、以下に示す今回見積額は、価格等の交渉において合意した見積条件に基づく総

価である。 

 

(参考額） 350,000,000 円 

(見積額） 348,000,000 円 

 

（４）その他 

価格等交渉の過程で決定した施工条件等については、特記仕様書に記載し契約に反映

させた。 

（５）見積合せ 

実施日時 令和７年３月１２日 

 

６．契約相手方の決定 

（１）工事名 松島（６）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事） 

（２）契約者 松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 竹中工務店･

竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組 最適化事業建設

共同企業体 

（３）工事場所 宮城県東松島市 

（４）工事請負契約締結日 令和７年３月３１日 

（５）契約金額 

予定価格 349,927,982 円（消費税及び地方消費税を含む） 

契約金額 347,600,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

７．技術提案・交渉方式に係る専門部会の経緯 

本工事の手続きにあたっては、中立かつ公正な審査を行うため、学識経験者等に、全４

回の意見聴取を行った。 

 

各委員会の開催日及び意見聴取事項等は以下のとおり。 

【第１回意見聴取 公示前】 

１) 開催日：令和６年１月２９日(月)～令和６年２月９日（金） 

２) 意見聴取事項 

① 最適化事業をＥＣＩ方式として実施することについて。 

３） 主な意見 

① 最適化事業をＥＣＩ方式として実施することについては、合理性がある。 

【第２回意見聴取 公示前】 

１) 開催日：令和６年３月１２日(火)～令和６年３月１５日（金） 



２) 意見聴取事項 

① 技術提案範囲・項目・評価基準について。 

３） 主な意見 

① 技術提案の範囲等ついて、異論等ない。 

【第３回意見聴取 技術審査段階】 

１) 開催日：令和６年６月２７日(木)～令和６年７月１日（月） 

２) 意見聴取事項 

① 技術審査結果及び価格等の交渉手順について。 

３） 意見聴取結果 

① 技術審査結果及び価格等の交渉手順について、異論等ない。 

【第４回意見聴取 価格等の交渉段階】 

１） 開催日：令和７年３月３日（月）～令和７年３月４日（火） 

２） 意見聴取事項 

 ① 価格等の交渉について。 

３） 主な意見 

① 価格等について、特に問題ない。 


